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2019 年 7 月 1 日 

第 17 期図書館協議会 第 16 回定例会次第 

 

《議事録確認》 

 第 15 回定例会議事録 

 

《館長報告》 

1．令和元年（2019 年）第 2 回町田市議会定例会 

＜一般質問＞ 

○田中美穂議員（6 月 13 日） 

 『市民の願いにこたえた図書館を求めて』 

（１）「町田市立図書館のあり方見直し方針」の内容について問う（利用圏  

域など図書館集約の理由） 

（２）各館で、視聴覚資料の貸し出し・返却ができるようにすべきだがどう 

  か 

（３）市民の願いにこたえ、図書館を存続、さらに充実するべきだがどうか 

 

○三遊亭らん丈議員（6 月 14 日） 

 『町田市立図書館の今後のあり方と市民研究員制度について』 

（１）「公共図書館」に脚光が当たっている今、町田市立図書館の今後につい  

  て 

（２）市民文学館で実施している市民研究員制度の現状と今後について 

 

○大西宜也議員（6 月 17 日） 

 『図書館長期勤務者について（その２）』 

（１）４月の人事異動の結果はどうなったか。 

 

２．教育委員会 

第 3 回 6 月 3 日（月） 

 

３．その他 

（１）第三次子ども読書活動推進計画推進会議 6 月 27 日（木） 

第四次子ども読書活動推進計画【原案】（資料１） 

 



（２）生涯学習審議会 6 月 24 日（月） 

 

《委員長報告》 

 生涯学習審議会報告 

 図書館法改正に関する情報 

 

《その他》 

 第 17 期図書館協議会を終えるにあたって 
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■議事録 

○山口委員長 では、定刻になりましたので、第17期図書館協議会第16回定例

会を開催いたします。今期の最後の定例会になります。 

 では、先に出欠の確認ですが、池野委員、小澤委員のお二人は公務で欠席と

いうことでございます。 

 続きまして、次第に沿ってまいります。議事録の確認です。既にメールで確

認作業が進んでいると思いますが、第15回、前回の定例会の議事録でございま

すが、これについてはよろしいでしょうか。特に訂正等がなければ、確定とし

たいと思います。 

 （全員異議なし。） 

 では、異議なしということで、議事録が確定いたしましたので、公開の手続

をお願いいたします。 

 引き続きまして、館長報告に入ります。では、館長、お願いします。 

○近藤館長 それでは、第16回定例会の館長報告を行います。 

 まず１点目が第２回町田市議会定例会の報告になります。一般質問が３人の

議員の方からありました。まず、そちらをご紹介したいと思います。 

 １点目が田中議員から、『市民の願いにこたえた図書館を求めて』というこ

とで、そのうちの(1)「町田市立図書館のあり方見直し方針」の内容について

問うということ、(2)が各館で、視聴覚資料の貸し出し・返却ができるように

すべきだがどうかということ、(3)は市民の願いにこたえ、図書館を存続、さ

らに充実するべきだがどうかということです。これにつきましては、生涯学習

部長から答弁をいたしました。 

 まず(1)ですけれども、利用圏域など図書館集約の理由についてのお尋ねで

したので、今年の２月に策定したあり方見直し方針の中で、利用圏域の重複割

合や大きさ、あと近年の貸出冊数の推移、建築年からの経過年数等を考慮し

て、鶴川図書館と鶴川駅前図書館、さるびあ図書館と中央図書館の集約化を検

討することとしたということを答弁しております。鶴川図書館については、鶴

川駅前図書館との利用圏域の重複が大きいということ、貸出が６割以上、11年

度と比較して減っているということ等をお答えしております。さるびあ図書館

についても、中央図書館の利用圏域が大きいということと11年度と比較して３
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割以上の利用、貸出が減っている。先ほど鶴川図書館の方で言い忘れましたけ

れども、建築からの年数が鶴川図書館の場合は50年以上、さるびあ図書館の場

合は48年が経過しているということを理由として答弁しております。 

 あと、(2)の視聴覚資料の件につきましては、それを行うことによって人手

が必要であるということや、地域館の場合、返却カウンターがかなり狭あいで

あるということなど解決すべき課題があり、実現することは難しいとお答えし

ております。 

 (3)の図書館の存続ということですけれども、これについては将来にわたり

図書館サービスを継続していくために、２月に定めたあり方見直し方針に基づ

き、図書館の再編を今後も進めてまいりますという答弁をしております。 

 お二人目が三遊亭らん丈議員ですけれども、こちらは項目としては『町田市

立図書館の今後のあり方と市民研究員制度について』ということです。文学館

の市民研究員制度と図書館のことを一緒に聞いているということになります。 

 まず図書館では、(1)「公共図書館」に脚光が当たっている今、町田市立図

書館の今後について、文学館は(2)として市民文学館で実施している市民研究

員制度の現状と今後についてということです。 

 図書館の方だけの紹介にとどめたいと思いますけれども、こちらもまず２月

にあり方見直し方針を策定して、今後の図書館の目指す姿をお示ししたという

ことです。目指す姿４項目を紹介しております。これを実現するための具体的

な運営体制については現在検討中ということで、今年度中に方向性を明らかに

しますという答弁をしております。 

 ３人目が大西議員ですけれども、『図書館長期勤務者について（その２）』と

いうことです。(1)として４月の人事異動の結果はどうなったかということで

す。こちらについては、４月の人事異動の結果ということでしたので、2018年

度の図書館の常勤の職員は66人で、そのうち10年以上勤務していた者が20人と

いうことをまず答弁して、４月の異動については、図書館での勤務年数が10年

未満の職員が４人退職して２人転出しましたということ、あと、10年以上20年

未満の職員が１人、20年以上の職員が１人転出したということを答弁しており

ます。 

 以上が一般質問の内容になります。 
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 ６月の議会は、図書館については予算案等がありませんでしたので、委員会

には出席しておりません。 

 ２番の教育委員会、６月３日に第３回がございました。こちらは、図書館に

ついては特に案件はございませんでした。 

 次のページに行っていただいて３点目、その他ということになります。(1)

として第三次子ども読書活動推進計画推進会議が６月27日にございました。今

日の次第の資料として、資料１としてこちらに出した、まだ固まった案ではあ

りませんけれども、第四次子ども読書活動推進計画を添付しております。全て

は説明する時間がないので、一番最後のところに資料２ということで策定のス

ケジュールの表が載っております。 

 今現在の段階ですけれども、５月29日に策定委員会を開いて、今まで検討し

てきた原案についての各委員からのご意見をいただいて、今現在は修正をして

いる途中になります。ですので、今日お配りした資料もまだ修正の途中という

ことで見ていただければと思います。今後につきましては、７月末に第３回の

策定委員会を開きますので、そこで原案として固めて、10月に行う市民意見募

集を実施して、あと最終的には市民のご意見もいただきながら、最後に修正を

加えて策定していくというスケジュールになります。これがざっとしたスケジ

ュールになります。 

 また戻っていただいて資料１ですけれども、基本的には第三次の計画を引き

継いでいきましょうというのが今回の第四次の計画に当たっての基本的な考え

方です。ということで例えば15ページを見ていただきますと、ここから第四次

が記載されている訳ですけれども、基本理念、基本目標ということで、こちら

に定めてある内容、これは第三次を踏襲して引き続きということになります。 

 計画における子どもの定義としては０歳から18歳、計画の期間は2020年度か

ら2024年度までの５年間ということで考えております。 

 次の16ページから第５章ということで、「子ども読書活動推進のために」と

いうことで、市民の役割、行政の役割等、それぞれ簡単ですが、記述してあり

ます。 

 あと、21ページに具体的な取組の一覧表が載っていまして、例えば、その取

組はどのくらいのお子さんたちを対象にしているかということで、乳児、幼
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児、小学生、中学生、保護者、あと職員向けというような形で、一目でわかる

ような表をつけております。 

 それから、23ページが具体的な取組ということになります。今の段階で取組

が今まで32項目だったのが36項目に増えるという予定になっております。それ

が第四次子ども読書活動推進計画の原案を推進会議でお示しして、ご意見を多

少いただいたということです。先に言うのを忘れましたけれども、最初に18年

度の取り組みの報告をして、ご意見を伺って、それが終わってから第四次の説

明をしたという流れになります。順番を間違えて失礼しました。 

 それから、６月24日には生涯学習審議会がございました。こちらについて

は、今年度は生涯学習センターの内容がメインになるということですが、図書

館でも会議にはしっかり参加して情報共有をしていきたいと思っております。 

 報告は以上でございます。 

○山口委員長 それでは、館長報告について次第に沿っていきたいと思いま

す。 

 まず、第２回市議会定例会の関係です。一般質問で３人の議員さんから図書

館についての質問が出ています。これにつきまして何かご意見または質問、確

認などがあればご発言いただきたいと思います。 

 私から館長に確認ですが、６月14日の三遊亭らん丈議員の質問の(1)「公共

図書館」に脚光が当たっている今」という、この脚光が当たっているというの

はどういう具合にらん丈議員は説明されていたのでしょうか。 

○近藤館長 こちらは映画で、今「ニューヨーク公共図書館」が上映されて、

かなりお客さんが行っているというお話ですけれども、らん丈議員もそれをご

覧になったりしてというのが大前提であったと思います。 

○山口委員長 ありがとうございます。今、館長からお話のあった「ニューヨ

ーク公共図書館」は、３時間を超える大変長いドキュメンタリータッチの映画

で、私はまだ見ていないのですけれども、確かに東京では岩波ホールでやって

いて、全国で次々やるのですね。静岡県でもやるそうです。ＳＮＳなどでも大

分話題になっている、それのことということなのですね。 

 例えば、町田市立図書館の今後についてというのは、そういう世間の様子か

ら今後どうなのですかという質問だったのですか。それとも先ほどからところ
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どころで出ていた町田市立図書館の今後のあり方について検討が今進められて

いる、そのことを意識して質問されていたのか、そこら辺はどうでしょうか。 

○近藤館長 らん丈議員の最初の答弁では、図書館の今後のあり方、まず今後

についてということだったので、生涯学習部としては、目指す姿ということを

お答えしているのですけれども、らん丈議員のその後のそのやりとりとして

は、再編のことそのものではなくて、例えばその中でもうたっていますけれど

も、お子さんへのサービス、学校だったり、例えば小中学生の図書館へのサー

ビスをどうやっていくべきかであったり、蔵書を増やすというのは難しいかも

しれないけれども、そういったものの利用をしていくとか、あと図書館員とし

ての能力をどのように発揮していくとか、そのようなお話がメインだったかと

思っています。 

○山口委員長 わかりました。今、図書館員の能力というのが出てきたけれど

も、ニューヨークの図書館というのは専門性が非常に高いのですよ。 

○鈴木委員 私も見ましたけれども、すごいのです。 

○山口委員長 だから、それを担保するには、やはり司書資格制度をどう位置

づけるかということだったと思うのですけれども、そこら辺について生涯学習

部長はどのようなお答えをされていたのか、教えていただければと思います。 

○近藤館長 子どもへの取組は、今現在もこんな取組をしていますというお答

えをしています。一方では、そういう取り組みもしているけれども、例えば中

高生などはちょっと利用が減っているというところで、そういったことのため

に今年度実施するか、そういった今やっていること、あと、これからという意

味では、学校図書館への支援貸出の充実とか工夫ということをまず１つは答え

ております。 

 それから、レファレンスの能力というのですか、ちょっと違うかもしれない

のですけれども、図書館員の能力というのは聞いていないかもしれないです

ね。ただ、資料の購入の仕方ということで、人気のある本ばかりを集めるとい

うことはいかがなものか、よその事例も紹介しながらしていましたけれども、

そこでは町田市の図書館としては、もちろん一定ルールづくりをして選書して

いるということ、そこには図書館員の力も発揮されているということ、あと見

計らいなどで言えば、小さな出版社、地方小出版からも本を購入するみたいな
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ことでやっているということをお答えしたということかと思います。 

○山口委員長 わかりました。今の資料の購入の問題というのは前から話題に

なる訳ですけれども、これについては収集方針があるということ、収集方針と

いう文書があるということは答弁の中に含められていましたでしょうか。 

○近藤館長 収集方針というのは今回は特に答弁していないです。 

○山口委員長 蔵書についての質問とか何かがあったときに、収集方針がちゃ

んとあるということと、それは実は図書館の自由に関する宣言、日本図書館協

会が採択したものですけれども、その中にも書き込まれていて、成文化かつ公

開するというのが前提で、町田市の図書館の場合はインターネットで公開して

いるのです。だから、それについては非常によくできているので、実際に議員

さんにもしっかりと見てもらいたいところだとは思うのですね。 

 わかりました。ほかにご質問などがあればどうぞ。 

○鈴木委員 公共図書館ということについては、特にらん丈議員は触れられま

したか。ニューヨーク公共図書館は、半分は市民というか、民間が出して、半

分はニューヨーク市が出している。それで公共、日本は公立か民間で、公共と

いう半々出しているところというのはあるのか、私はわからないのですけれど

も、その辺のことは別に特におっしゃった訳ではないのですか。 

○近藤館長 公共図書館、日本の場合は公立図書館だと思うのですけれども、

そこの運営についてどうこうというお話はなかったのですね。どちらかという

と、その辺をご覧になって、もちろん規模とか仕組みとか、いろいろ違うの

で、それをそのまま町田市でとか、そういう話は当然無理だけれども、そうい

うものを参考にしながら、直接質問にそれが来たかどうかわかりませんけれど

も、根底としては、そういったニューヨークの図書館などの取組の中に参考に

なるような事例もあるのではないかというのがあった質問でした。 

○鈴木委員 田中議員が質問されたことをビデオで見ましたけれども、今まで

答弁されたことと同じ答弁で、せっかく時間をとって質問されても新しいこと

は出てこなかったという感じがしたのです。 

 ただ、唯一、前には請願のときに代替施設を請願者も求めているというふう

に生涯学習部長はおっしゃったけれども、そうは言わなかったということを今

回の答弁で訂正されたのが前とちょっと違っていた。それはワークショップで
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そういう意見が出ていたということに変えられたのですけれども、ワークショ

ップでも話した人たちは、代替施設というよりは図書館にどういう機能を残し

てほしいかというときに、そういう話が出たと思うのですが、それを代替とい

う感じにおっしゃって、そこはずっと気になっているところではあるので、そ

こはまたカットだったので残念でした。 

○山口委員長 今、代替施設云々の問題が出たけれども、これは館長が答弁さ

れている訳ではないから、館長に一々お聞きするのは違うような気もするので

すが、今、鈴木委員から出てきた集約の件で言うと、鶴川駅前図書館と鶴川団

地図書館とさるびあ図書館と中央図書館は、今回の議会では結果として集約へ

という方向は変わらないということだったのでしょうか。 

○近藤館長 今回の田中議員の質問に対する答弁もしていましたけれども、基

本部分は２月に策定したあり方の見直し方針をベースに今後も検討を進めてい

くというのがある意味決定事項というか、その内容でやっていきますというこ

とです。鶴川図書館についても別の要素があったりしますし、さるびあ図書館

はさるびあ図書館で市全体の公共施設、いわゆる町田市の中心の地区なので考

えていきましょうという動きがありますので、その辺をしっかり見ながらとい

うことですので、具体的に何年に何をやるというところはまだ見えていません

けれども、基本の考え方はこの前定めたとおりということになります。 

○山口委員長 存続を願う請願も出て、また生涯学習審議会でも図書館協議会

でも、決して賛成という意見は出ていない。むしろ反対という意見も出ている

という状況ですので、その中で６月議会においてのやりとりでは、集約への方

向というのは変わらないということなのですかね。今後、これについていろい

ろ検討を詰めていくのでしょうけれども、やはり使っている利用者にとってみ

ると切実な問題になると思うので、これはぜひ市民の理解が得られる形で進め

てもらわないと、せっかく町田市の図書館というのは長いこと、公共図書館界

ではサービスの面で非常に評価が高かった訳で、ぜひ市民の意見が反映できる

仕組みというのは維持しながら、議論を続けてもらいたいと思います。 

 今期の協議会では、ここまでしか議論できないのですけれども、今後、協議

会を継続される委員もいらっしゃるでしょうから、ぜひ過去の経緯とあわせな

がら、今後の問題を検討していただければと思います。 
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 ほかに市議会定例会関係はいかがでしょうか。 

○瀧委員 ６月17日の大西議員の『図書館長期勤務者について』のところです

が、人事異動の結果はどうなったかというお話で、以前にも、この協議会の席

で意見が出ていたのは、長期勤務がいけないというような話がどうしても議会

の中で出てしまっていて、図書館司書という仕事を考えると、経験を積むこと

でいろいろ経験が生きるということがある。また、その資格を生かすために

も、ただ新しい資格を持っている人だけがいればいいということではなく、研

修などによって経験を積むことが大事なのだというお話が出ていたと思うので

す。長期勤務者というお話の中で、そういうお話というのは何か触れられてい

たのでしょうか。 

○近藤館長 大西議員から壇上で質問があって、最初にお答えしたのは先ほど

の内容なのですけれども、今回は、その後やりとりがそれほど深められるとい

うことではなくて、その後に再質問が１つあったのですけれども、それはなぜ

そのような状況になったか。前回もご紹介しましたけれども、大西議員の考え

方の根底は、町田市の場合、図書館の司書の資格を持っている職員は、司書と

いうことで採用をされていませんので、一般の行政職として採用されているの

に、なぜそういう職員が特定の職場に長くいるのかというのが大前提にあるの

ですけれども、なぜ長い職員が結構いる状態になったかというような再質問は

ありました。 

 部長は、今、瀧委員がおっしゃったような内容、つまり、司書の資格を持っ

て、例えば100名からいる嘱託員を指導するためには、一定の専門知識を持っ

た職員がいなければなかなかできないのだということだったり、あと、今は制

度的になくなってしまいましたけれども、公費で司書の資格を取った職員もい

ますので、その部分を図書館で生かすという意味で、そのようなことが積み重

なって長い職員がいるような状況になったということを答弁はいたしました。

それを大西議員がどう感じたかというのは、その次の質問がなかったのでわか

らないですけれども、一応そのようなことです。 

○鈴木委員 前回のときは、もう長くいないようにするというと変ですけれど

も、そういうようなことを答弁なさったかと思うのですね。今回ではなくて、

その前のとき。そういう方向に動くということなのでしょうか。 
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○近藤館長 今年度検討している運営体制のことも絡んだり、あるいは来年度

から始まる嘱託員が会計年度任用職員制度に移行したりというのと絡みますけ

れども、１つは、来年度から始まる会計年度任用職員制度について言えば、こ

れは図書館だけではなくて全庁的な動きの中で同じなのですけれども、職員と

会計年度の職員との仕事の見きわめを明確に求められているところがありま

す。何の仕事をやっていくかによって、どのくらい勤務する必要があるとか、

そういったものが出てくるかと思いますけれども、前回答弁したとおり、基本

的には一定の年数経験を積んだら、よその職場を経験して、また戻ってくるこ

とは可能という制度でないといけないと思いますけれども、そのような仕組み

づくりは考えていくところは変わっていないかと思います。 

○山口委員長 前回の定例会でも、今の職員の勤務体制といいますか、資格の

問題は出ていたのですけれども、やはり司書という資格は図書館法で位置づけ

られている国家資格ですから、なぜそれが法で定められているかというところ

をやはり考えないといけないと思うのです。 

 前回と同じことになってしまうけれども、そういった専門性のある職員でな

いと、実は十分なサービスを維持できないという現実がある訳です。ですか

ら、今、館長がおっしゃったように、公務員という立場で異動があるというの

はいたし方ないと思うのですけれども、その中で図書館に勤務する、特に専任

の方たちの負担というのはいろいろあると思うのですけれども、やはり専門性

を高めないといけないので、司書の資格を持っている人、または持っていなけ

れば持っていない人が資格を取れるように、かつて研修制度でたしか年間お一

人でしたか、予算がついていたころがありましたね。 

 ですので、それで実際に資格を取っていった方たちもいるので、今望んでも

多分すぐに復活は無理だとは思うけれども、将来的には、そういった職員研修

制度を整えていくということも大切ではないかと思います。ぜひ有資格者が図

書館でうまく働けるように、これは結果として利用者の利益にもつながると思

いますので、今後ともその点は留意してもらえればと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、教育委員会はありませんので、次にその他です。まず、第三次子ども

読書計画推進計画推進会議と第四次の原案というのが資料でついています。そ
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の後、生涯学習審議会がありますが、これは後で委員長報告でもあるので、そ

ちらでまとめて扱いたいと思います。 

 では、子ども読書活動推進計画推進会議につきましてはいかがでしょうか。 

 これについては、今日出席の委員の中からも、こちらの委員として出席され

ている方もいらっしゃいますので、むしろその委員からいろいろとご発言があ

れば、またご報告があればお願いしたいと思います。 

○鈴木委員 先日、子ども読書活動推進計画推進会議に参加してきたのですけ

れども、そのときにもちょっと申し上げたのですが、第５章の「市民と行政の

協働〜子どもの読書活動推進のために」というところの３のライフステージに

応じた各施設の取組というところに、図書館というのが独立してないというの

がちょっと気になるのです。 

 地域と図書館というふうに、図書館はそこにつなげて書いてあって、その中

身を読むと、家庭や地域での自主的な活動を図書館は資料、情報の提供を通し

て支援するとなっていまして、それ以外のところでも、次の保育園、幼稚園、

こども園でも、図書館は団体貸出を通じて資料の充実とか、ほかのところもそ

ういう感じで、図書館がそれぞれのところを支援するということはあるのです

けれども、図書館本来のいろいろ推進のためになさっていることがいっぱいあ

るのに、なぜここの中に図書館として入れないのかというのがすごく疑問にな

っています。 

 後ろの具体的な取組では、図書館はいろいろなことをなさっていることが書

いてあるのですけれども、大もとのところに図書館の取組というのがあるべき

なのではないかと思いました。これが第三次を踏襲していて、そこから一部変

更しているということで、第三次のときには、私は第三次の話し合いとかは何

も出ていないので、この辺のところはわからないのですけれども、この第四次

を読む限りでは思ったことです。 

 この推進が、家庭がもとで、それを行政が支援すると書いてあるのです。２

番の(３)のところに、「子どもの読書活動推進の主役は市民自身です」となっ

ているのです。だから、この取組は、それを支援するということなのだと思い

ますが、推進会議でも申し上げたのですけれども、そこに推進計画を策定する

というところには市民は参加していなくて、協議会だとか推進会議などで意見
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を言うというところでしか市民は参加していないというのがちょっと気になる

ところでした。 

 もう１つ、図書館ボランティアというか、39ページの「ボランティア養成」

というところで、ここでは40ページで「図書館おはなし会ボランティアの養

成」となっているのですけれども、今までは毎年、乳幼児と語り手養成の講座

をするということになっていましたが、毎年はしないで、それを隔年ですると

いうふうにちょっと後退するような感じなのです。語り手とか乳幼児のボラン

ティアが足りているから隔年にするというお話だったのですけれども、前々か

ら地域のいろいろなボランティアも一緒にそこに参加するので、毎年したらど

うなのかなということも思って、さらに推進すると言いながら、ちょっと後退

するという感じかなと思うのですね。別途、おはなし会自体を任せられるボラ

ンティアを養成するということもあったり、その辺がどうかなと。 

 新しい生涯学習推進計画の中には、地域のおはなしボランティアを養成する

ことは書いてあるのですが、図書館ボランティアを養成することは一切書いて

いない。この辺も子ども読書推進計画と生涯学習推進計画とのずれがあるので

はないかと思うのです。この辺が、私もボランティアの立場もあるので、何か

一貫していないように感じました。 

○山口委員長 今、２点ほどご指摘があったので、１つは配付資料の17ページ

の「ライフステージに応じた各施設の取組」、ここで図書館としての立場とい

うのですか、立ち位置をもう少し明確に出した方がいいのではないでしょうか

という疑問があったということ。 

 もう１つは、具体的な取り組みの40ページで、「図書館おはなし会ボランテ

ィアの養成」です。これはずっと行われていたもの、これが今度隔年になる理

由として、語り手の数が十分に足りているからというようなお話であったとい

うことなのですが、この点については館長から何かご意見はありますでしょう

か。 

○江波戸副館長 今、鈴木委員からお話があった３－５のボランティアの養成

ということで、隔年といいますか、もちろん、これも継続していきます。た

だ、生涯学習推進計画の方で３－４の保護者向け絵本の読み聞かせ講座の実施

と実際計画上にも載せてあるのですけれども、例えば今年度もこれは実際行っ
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ているのですけれども、その中でここで現実的に募集をしてみたら少し募集定

員に満たなかったところがあったのです。 

 そのときに、図書館の中でこれまでもやっている方にお声かけして、ブラッ

シュアップのために一緒に参加してみたらいかがですかとか、そのような呼び

かけをさせていただいたりしています。 

○鈴木委員 基本の読み聞かせですね。 

○江波戸副館長 そうです。語りのお話というのも、今年度もレベルアップ講

座をやるということになっていたと思うのです。もうご存じかもしれないので

すけれども、その中で別の工夫をしたりということはもちろんやっていますの

で、担当者が頑張っておりますので、後退ということはないかと認識しており

ます。 

 どちらがどちらということはなくて、もちろん図書館でも一生懸命やらなく

てはいけないのですけれども、今、特に地域で学校とか幼稚園とか保育園と

か、それこそ冒険遊び場でも、いろいろなところで担い手の要望がありますの

で、いろいろなところで活躍していただけるようにということで今回３－４

に、少し力が入っているかもしれないのですけれども。 

○鈴木委員 でも、図書館ボランティアの養成というのは生涯学習推進計画に

はないのですね。 

○江波戸副館長 図書館で活動するというところは載せてはいないですが、も

ちろん引き続き行うということです。 

○鈴木委員 やっていただければそれでいいのですけれども、表現の問題なの

かもしれませんけれども、いろいろぶれがある感じなのです。 

 もう１つさっき申したことは、市民が策定に何らかの形で参加した方がいい

のではないか。読書活動推進計画推進会議も時間がないし、今回初めて資料を

先に送っていただいたので少し検討はできましたけれども、本来２時間の中で

報告を聞いて質疑応答もありながら、こういうことを２時間の中でするという

のはとても大変で、30分ぐらいしか時間がなかったのですね。もうちょっとち

ゃんと市民の声が反映できるような形になるといいなと思っています。 

○山口委員長 館長、これについてはどうですか。 

○近藤館長 それについては、今年度の策定が完成に大分向かっているので、
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このタイミングで新たなやり方というのはとれないと思っています。先ほど鈴

木委員もおっしゃったように、市民の意見を聞くというのは大切だと思ってい

ますけれども、その１つのやり方が市民意見をいただくというところで、我々

はクリアできるのかと思っておりました。 

 次の計画といっても５年先になってしまうので、それを今言っても早過ぎる

と思いますけれども、今後、市民の意見を聞くというのが、市民委員を選出す

るという形がいいのか、例えばこういう場でもご意見を伺ったり、推進会議で

もご意見を伺うというので、さらに市民意見の募集をやるという形でいいのか

というのも含めて、望ましい形を考えていきたいと思います。 

○山口委員長 今、市民の意見をどう子ども読書活動推進計画に入れていくか

ということだと思うのですが、おはなし会のボランティア養成の話が出てきて

いて、おはなし会のボランティア養成講座を終えた市民の人たちが今度は自主

的なグループをつくって、団体として登録をして活動していく、そういうふう

に動いている例が多いと思うのです。だから、利用者懇談会の中で団体利用者

の説明会がありますね。そこで意見をやりとりできるチャンスが１つはあるの

かと思うのです。ただ、実際には、そういう細かい意見のやりとりができる状

況では今のところはないというのが、私も１回出たことがあるのでわかるので

す。 

 ですから、そういうところとか、市民意見というときに実際におはなしの現

場に関わっている市民の方、ボランティアをされている方たちのニーズをうま

く吸い上げていくことが必要だろうと思うのです。それをむしろ図書館の担当

者との間でうまくコミュニケーションができるようになっていかないと、実際

に今度はおはなし会を実践する場というところでうまく進められないのかとは

思います。 

 そういう意味でも、推進計画のスケジュールは大分長期にわたって立てられ

るので、それについては市民意見を聴取する場というのがあっていいのかと思

うのです。こういうものは、むしろＮＰＯとかボランティアの立場からのご意

見があるかと思うのですけれども、若色委員、いかがですか。 

○若色委員 私も、冒険遊び場でおはなし会は今年から毎週木曜日に必ずやる

ようにはして、お母さんたちの反応とか、図書館に対しての思いは必ず聞くよ
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うにはしているのです。市民の生の声、それこそ会議とかワークショップに出

ないママたちの声とか利用者の声はなかなかこちらに届かないというのが実情

だと思うのです。そこをどう拾い上げる工夫をしていくのかというのは、今後

すごく必要になっていくような気がするのです。 

 「ワークショップに出る人は、図書館に対する意識があって、こういう図書

館がいいという思いがすごくある人だと思う、そこに参加するほどそこまで強

い思いはないが、図書館に行きたいのだけれども、今の図書館では行きづら

い」という意見はいただくのです。「皆さんの意見は私が協議会に行ったら伝

えておくね」という話をします。そういう意見のどう拾い上げる工夫をするか

というのはすごく難しいところだと思うのですけれども、協議会の場で、皆さ

んと一緒に考え議論できたらうれしいなと私は思っております。 

○山口委員長 おはなし会だけではなくて、先ほどの鈴木委員のご指摘のライ

フステージに応じたというところでも、図書館が支援する、支えていくという

側面が強く出ている。確かに、図書館はそういうものだと思うのですけれど

も、一方で支えられる側が何を求めているかというのを受けとめるのはなかな

か難しいと思うのです。 

 今、子ども読書活動推進計画推進会議の途中ですけれども、そういったボラ

ンティアの立場で考えたときにコミュニケーションというのは、むしろ小西委

員は障がい者サービスの方でいろいろご経験があるだろうと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○小西委員 若色委員がおっしゃったように、意識のある方はそれなりにアン

テナを張って図書館にもいらっしゃるだろうし、新聞に入ってきたり、どこか

に張ってあったりするものにも目が行くのでいいのですけれども、例えば同じ

ボランティアをしていても、目の前のこれをするということで精一杯だった

り、学校の保護者の方の読み聞かせのボランティアなども、私も小学校のとき

に経験しましたけれども、ちょっとでも役に立ちたいからということで、うち

の子どもの学校では朝の時間を月に２回いただいて、15分程度で全学年、全ク

ラスで読み聞かせをするという形だったのですけれども、それだから参加でき

る。 

 ちょっとでもみんなに伝わるような読み方をしたいから講習会に行こうとい
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うところまでなかなかいかなくて、もうちょっと家庭がベースで、ボランティ

アの方がそれを支えているところをサポートしていく。どれも本当にしていた

だくとすばらしい計画だとは思うのですけれども、なかなかそういうところま

で伝わらないなという感じがしています。 

 私自身、この子ども読書活動推進計画があるのを知ったのはここに伺って初

めてでしたし、私の子どものころはまだ初期のころとか、なかったかというよ

うなころだったのかもしれませんけれども、こういう推進計画と言ってしまう

と、なおのこと手は出ませんし、どうやってこんなふうに図書館や市がこうい

ったものをやっていますよというのを知らせるのかなというのと、実際にそれ

が、ああ、よかったわというふうになる形にしていくにはどうしたらいいのか

なというところについ気持ちが行ってしまうなと読みながら思いました。 

 本当にいろいろなことをされているし、私の子どもが小さいころよりは随分

充実しているとは思うのですけれども、どのくらいの方に届けられるのだろう

というのは最初に思った次第です。それを言ってしまうと、もうどうするのと

いう感じになってしまうのですけれども、こういったものに関わっていく方を

どうやって増やしていくかという仕組みとかアプローチも、視点としては要る

のかなという気はしています。 

○山口委員長 ありがとうございます。 

○瀧委員 この策定スケジュールなどを見ると、協議会というのは特にここの

中で何か関わるという形にはなっていないと思うのですけれども、協議会とし

てどういうふうな関わりがあるのか、基本的な質問で申し訳ないのですが、ど

のように関わっていったらいいのかというのがわからないもので質問なので

す。 

 ここの実際の活動の中には、図書館というふうにきちんと位置づけられてい

るブックトークですとか、図書館のリストなどもそうですが、図書館のイベン

ト、講座、ここの協議会の評価の中でも、どういうふうにしていくかというと

ころでいろいろ議論になったところですし、それから予算に触れているところ

が、例えば図書館児童資料がどんどん減っていっているというような費用の問

題に触れているところがあったり、協議会の中でもいろいろ話が出ていたとこ

ろだとは思うのです。そういうところに協議会として何か関われるのかという
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ことをお伺いしたいのです。 

○山口委員長 これは館長にお伺いします。 

○近藤館長 今日も、これをご紹介したのは子ども読書活動推進計画推進会議

があったということだけご紹介していますけれども、協議会のタイミング、こ

のスケジュールには協議会というのはうたっていないのですけれども、タイミ

ングが合えば、当たり前ですけれども、例えば市民意見を募集する前の原案が

ほぼ固まった時点でも報告はしたいと思いますし、その都度、経過というか、

今どういう動きになっていますというのはご報告していきたいと思います。 

 ですので、例えば今日、少し事前の配付も急で申し訳なかったのですけれど

も、ご意見等をいただければ、こんな意見もあったということで事務局の方で

参考にさせていただくというのは当然ながらやっていきたいと思っています。 

○瀧委員 次回の協議会は回数が減るというお話を伺ったのです。なので、確

かにここと直接的に関わることではないにしても、もしそういうことであれ

ば、いつの時期に協議会があって、その流れの中でどういうふうに関われるの

かというのも、ぜひ今後の話の中ではきちんと位置づけた形でお話をしていた

だけると、次の協議会の中でもきちんと位置づいた話し合いができるのではな

いかと思います。日程的に間に合えばということではなく、どの協議会でどう

いうふうに話ができますよというのもぜひ提案していただきたいと思っていま

す。 

○近藤館長 回数が減ってしまったというのが１つありますけれども、次の18

期については、第四次子ども読書活動推進計画もありますけれども、一番メイ

ンで協議会の方にご意見を伺いたいのは、今年度進めているサービスだった

り、運営方針とか、そちらのご意見を伺うということと図書館評価もお願いす

るみたいなことでお願いしていきます。 

 ということで、18期の８月以降に開かれる会においては、第１回目で大体こ

の時期に開きたいというのをご提案して、できるだけ皆さんが参加できるよう

に、ある程度スケジュールを示して、それと第四次子ども読書活動推進計画の

策定のスケジュールがどういうタイミングで合っていくかというのをお話しし

た上で、このタイミングだったら、この辺についてのご意見を伺えればという

のは示していきたいと思います。 
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 ただ、ご存じのとおり、先ほど言ったサービスだったり運営についてのご意

見を伺うのと評価もありますので、かなり盛りだくさんの内容にはなるのです

けれども、そういったこともお示ししていくというふうにしたいと思います。 

○山口委員長 よろしいでしょうか。 

 子ども読書活動推進計画推進会議には大石委員もご出席されているかと思い

ますので、何かご報告、ご感想があればお願いいたします。 

○大石委員 前回、第16回に資料がその場で渡されて、説明を受けるだけで質

問してくださいといっても、なかなかそれはできないですねということで、今

回それを改善していただきまして、委員のお手元に仮の冊子が送られてきたの

で、それをもとに報告を聞くということはできたかと思います。 

 ただ、回数だけ見ると、16回とか17回やっているのかなと思われるかもしれ

ませんけれども、結局、学校代表として意見を求められる訳ですけれども、そ

こに参加するのがそのうちの２回だったり３回だったり、そういうスパンで参

加しますので、私はたまたまこの協議会にいるので、図書館の施策だとか、あ

るいは学校側の図書館職員などの担当者でもあるので、全体がわかった上で参

加はできるのですけれども、例えば小学校代表の校長先生だと、こちらにもも

ちろん出ていないですし、それから年に２回というようなことだと、いきなり

意見を言ってくださいと言われても現状を報告するぐらいしかできないのかな

と。 

 だから、この推進会議の議長がいみじくもおっしゃっていたのですけれど

も、事務局から出されて、自分たちの意見がなかなか反映されないというよう

なもどかしさを感じられるとおっしゃっていたのですけれども、策定委員会が

あって、推進会議があってとなると、どこかで確かに大所高所から見る機関と

いうのは必要なのでしょうけれども、実際には必ず20分、30分延長されるので

２時間半ぐらいなのですけれども、２時間半のうち、１時間半ぐらいが報告

で、実際に審議をするというか、意見表明をする時間は、議長とか、そういう

方はかなり大量に発言をされていますけれども、ほとんどの委員がその会議の

中で１回意見を言うか言わないかというレベルなので、これが本当に推進する

ことになっているのかなと、私自身ももどかしさは感じつつ参加させていただ

きました。 
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 ただ、やはり学校代表として現状を報告するというのは非常に重要だなと思

いましたのは、図書館指導員から小学校の授業で学校図書館を利用する機会が

減ってきているというご自身の体験、全部の小学校がということではなかった

のですけれども、ご自分の勤務されている学校ではというような話をしていた

だいて、では、それが何か学校として解決できる問題なのかと考えたときに、

たまたま小学校の委員の学校では、校長も含めた教員の平均年齢が34歳、私が

勤務しているところでは44歳なのです。 

 そうすると、34歳というのは、もちろんベテランもひっくるめての数字なの

で、ほとんどが新採、あるいは数年の経験しか持たない先生。そうすると、学

校図書館を活用しましょう、活用した授業をやりましょうと言っても、なかな

か厳しいという実情が小学校であって、この報告書の中にもありますけれど

も、不読率が２年前から比べて、小学校だけがパーセンテージが変わってい

て、中高はほとんど変化がないのですが、４％だった不読率が８％に増えてい

るのです。 

 だから、いつアンケートをとったのかとか、それにもよるでしょうけれど

も、要は活字を１カ月間全く読まない児童が倍増しているという実態は、今、

小学校の教員採用試験の倍率が３倍を切っているというような実情もあります

ので、その上で小学校の先生、ちゃんとやってくださいというのも結構厳しい

ものがあるのかと思いながら、どれだけ読み聞かせだとか、ボランティアだと

か、いろいろな手だてを尽くしても、子どもが一番活字に触れるのは小学校だ

という現実を踏まえて、推進計画推進会議だけではなくて、教育委員会全体で

これは考えていかなければならない、そこにぜひ中央図書館なり公立図書館が

支援に入るというのを、今までのやり方ではなかなか厳しいのかなと思いなが

ら聞いていました。 

○山口委員長 ありがとうございます。子どもの不読率の問題は、毎年秋、毎

日新聞の調査がありますけれども、年々増えているというのは私も認識してい

るのですが、本との出会いの場所をつくろうということで、おはなし会とかい

ろいろな活動があるけれども、一方では、身近に本があるかどうかというのも

非常に重要な要素で、本がなければ読みたいと思っても読めない訳だし、あと

は周りの大人が読んでいれば子どもも読む機会があるけれども、全く家で誰も
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本を読みませんよ、みんなスマホを見ていますよとなれば、当然子どももスマ

ホを見るようになってしまう。 

 ですから、実は子ども読書活動推進計画は、平成13年に国の法律として子ど

もの読書活動の推進に関する法律というのができて、それからもう18年たった

ということなのですね。結果、社会状況も随分変わってしまいましたから、子

どもだけを見ていたのではうまくいかないのかなと。大人も巻き込むような仕

組みづくり、そうなると、生涯学習という観点になりますから、今の生涯学習

推進計画は、それこそ学校も含めて全ての年代に対して行われるものだという

認識に立っていると思うので、従来のやり方だけではだめだという今の大石委

員の発言は非常に重いと思います。 

 その点で、先ほど鈴木委員がおっしゃった17ページの「ライフステージに応

じた各施設の取組」というのは、当然子ども読書活動推進計画なので、家庭、

保育園、小中学校、子どもセンター、学童保育クラブ、そして高等学校、18歳

までが子どもという考えということなので出ていますが、これにさらにその周

りの大人たちを巻き込むという視点があった方がいいのかと思うのです。 

 ついでに言うと、私も事前にお配りいただいたので今回はじっくり見てきた

のですが、定義のところで、これはしようがないのですけれども、15ページで

計画における子どもの定義が０歳から18歳となっているのです。子どもの発達

の度合いは全然違うし、年齢に応じた読書というのも当然違うので、仮に計画

を立てるのであれば、より小まめに切っていく必要が出るのかとは思います。

その点で17歳、18歳、高校生から大学生、社会人へと移っていく過程のところ

で、読書から離れないようにしていく仕組みというのも実はこの計画には必要

なのではないかとは思います。 

 あと、先ほど瀧委員のおっしゃった協議会の関与ということで、これは私か

らの意見になりますが、協議会は外部評価をずっとやってきている訳で、少な

くとも外部評価の観点で子どもの読書に関わる図書館サービスの幾つかについ

ては大分突っ込んだ検討、ご意見も出していると思うのです。 

 ですので、ぜひそういうところを計画の策定の段階などで意識してもらえる

といいのかとは思います。意見は集めるというのはなかなか大変だとは思うの

ですけれども、ぜひ一番身近にいる子どもの親、保護者の人たちを巻き込んで
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いくためには、その人たちの意見をしっかり取り込む、または取り込む仕組み

を考えていく必要があると思います。 

 子ども読書活動推進計画については以上でよろしいでしょうか。 

○小西委員 私も読み込みが浅くて、今気がついたので申し上げますけれど

も、19ページの重点的取組の③で、「多文化共生を目指した取組」ということ

で、ああ、ここに書いてあると思ったのですけれども、読むことに障がいのあ

る子どもたちの支援としてマルチメディアDAISY図書や点字絵本、大活字児童

書の収集の強化云々というのを書いていただいているのです。 

 収集に関しては、確かに図書館の基本業務として、特にこれから力を入れて

いかれるのかなというのでいいのですけれども、その後の学校図書館と連携し

みたいなところが、実はその後の細かい個別の取組の中に見える形では入って

いなくて、先ほど大石委員からのお話を聞いていても思いますし、自分の子ど

もの学校時代のことを考えてもそうなのですけれども、先生方、学校の中でど

のくらいそれを展開していけるのかというのは、今回はちょうど障がい者サー

ビス、マルチメディアDAISY関係のことがここに具体的に載っていたので、そ

れでお伝えしますけれども、どのくらい具体的に学校の中でそれが展開してい

けるのかというのはちょっと不安に思いました。 

 特に後半の細かい計画の中で、具体的にそういったものが文言としてはない

ようなので、これからの分野なのかもしれませんけれども、小学校、中学校、

高校とそういったサポートを受けていければ、図書館でもそれがあるのだねと

いうふうに大人になってからもつながるし、もちろん子どもの間でも、図書館

でそういったものを利用して、どんどん読書体験を増やしていけるということ

にもなると思うので、学校での体験はとても重要なのだろうなとは思います

し、そこのサポートというのがどんな形でこれからやっていかれるのかという

のは見えるとありがたいと思いました。 

○山口委員長 今の件について図書館側はいかがでしょうか。 

○江波戸副館長 今、小西委員からいただいた件なのですけれども、これも実

は確かにこちらの子ども読書活動推進計画の方には載っていないのですが、多

分実際にご存じかとは思うのですけれども、生涯学習推進計画で学校へのマル

チメディアDAISYの貸出を始めましょうということで今始めているところなの
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です。 

 なので、確かにここに載っていて、この計画の中に入っていないというとこ

ろはあるのですが、学校図書館との関係はまだまだ足りないところがあるの

で、これから仕組みをつくっていったりとか、お互いに連絡し合ったりしなく

てはいけないというのは図書館の方でも認識しておりますので、ここに書き切

れていなくて申し訳なかったのですけれども、考えていきたいと思っておりま

す。 

○小西委員 私自身、いろいろな計画書をいただいて、全部が把握できている

状態ではない中でしてしまった質問なのでご容赦いただきたいのですが、た

だ、公的なところでされる計画というのは、いろいろな部署やいろいろな計画

から個別の計画がまた上がってということがあって、実はその関連性がとても

わかりにくいと思っていて、一方のところでは目標数値があって、それが達成

できていないとか、でも、こちらにもそれに対する目標、取組が出ているみた

いなところがあって、とても複雑になってしまっているなというのは感じてい

るので、また私の方でも勉強していきたいと思うのですが、できればある程度

整合性がとれるものだとありがたいとは思っています。 

○江波戸副館長 本当に申し訳ないのですけれども、私たちも、いろいろな計

画がありまして、多分皆さんいろいろなもの、教育プランから始まって、町田

市にも計画がありまして、自虐的なことを申しますと、若干計画が多いかなと

いうところは正直ございます。 

 この前、子ども読書活動推進計画推進会議の中でも、委員の先生にも言って

いただいたのですけれども、もっとスローガン的なものがあった方がわかりや

すいのではないかとか、それも確かにそうかなと。今回の子ども読書活動推進

計画推進会議は庁内でとにかく推進しましょうという性質もとても強いものな

ので、庁内、縦割りではいけないということでやっている性質が強いものだと

いうことで御理解いただいているとは思うのですけれども、今後、もうちょっ

と全体で巻き込めるようなものがもしできればと思っておりますし、小西委員

の言われたように、たくさんあって申し訳ありません。私たちも混乱するぐら

いなので、その辺も整理していけたらと思います。ありがとうございます。 

○鈴木委員 前から推進会議で出ているのですけれども、いろいろな施設でい
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ろいろなボランティアがおはなし会をしているのですけれども、それを図書館

はまだ把握なさっていなくて、それをぜひ把握というか、報告にもボランティ

アがしているかどうかもわからない。こういうことをしましたということが書

いてあるだけで、職員がなさったのか、ボランティアがなさったのかもわから

ない状況で報告があったり、ちゃんとボランティアの団体が書いてある施設も

あれば、本当にいろいろで、そのボランティア自体が、どういうボランティア

が、どういうふうにどこで活動しているかというのも、なかなか大変とは思う

のですけれども、それぞれの施設がちゃんと図書館に報告をすれば、それを把

握することは容易なのではないかなと思って、そういうボランティアのレベル

も、ある程度、養成講座とか何か、ブラッシュアップとか何かも、そういう人

たちにもお知らせができれば一番いいので、せめてどこでどういう団体が活動

しているかというのも、ぜひ把握していただきたいと思います。今後の第四次

のときには、報告を各施設からいただく訳ですから、そのときにそういうこと

も上げていただくようにすれば、もうちょっと把握できるのではないかと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○江波戸副館長 その件につきましては、各施設、ここに全部が全部おはなし

会ボランティアのことが載っている訳ではないので。 

○鈴木委員 もちろんです。全部の活動がそうだと言っている訳ではないので

す。 

○江波戸副館長 あとは、そこにどのぐらい数をかけるというか、その辺、検

討させていただいて、また次回の会議のときにお話しさせていただければと思

います。 

○山口委員長 やはり計画を立てるときに、現状はどうかというのを分析する

ための基礎資料としての数値とか状況把握は大切なもので、いっそのこと、そ

ういう調査を通常ベースで行うような感じで、いろいろな施設でどういうふう

に今動いているか、それをベースに考えていくというのはあっていいと思うの

です。ぜひそこは進めておいていただければと思います。 

 あと、確かにいろいろな会議があって、計画が多くて大変だというのは生涯

学習審議会に出てよくわかるのですけれども、やはり上位計画と下位計画があ

るので、そこら辺の整合性をわかりやすく表記すると、市民への理解も深まる
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のではないかと思います。 

○清水委員 私も、計画を立てる前に状況とか市民の声だとか、そういうこと

を把握することが一番大切だと思うのです。先ほど市民の意見は意見募集があ

るとおっしゃったのですけれども、それは原案ができてからの話なので、原案

をつくる前の段階で市民の意見だとかヒアリングだとか、そういうことをして

いただけたらいいかと思います。 

 もう１つ質問ですけれども、38ページの３－１「施設運営職員の育成研修を

行います」というので、今後の方針に図書指導員を確保しつつ、勤務日数等の

労働環境の整備を通じて、多様な業務に従事できるように啓発していくと書い

てあるのですけれども、内容とこの方針がどういうふうに関係しているのか。

突然、確保するとか多様な業務に従事できるように啓発するとか、これは担当

者研修のこれからの方針というふうに考えてよろしいのですか。 

○近藤館長 最初にもお断りしたのですが、これは今まさに直している途中で

して、ここは学校教育部が所管するところなのですけれども、ここの指導員を

確保しつつ、労働環境の整備とか、今後の研修がどのように展開までというの

は正直まだ固まっていないと思います。 

 でも、少なくともこの前あった読書活動推進会議、今年度の研修は従来と同

じような形でやっていくという発言が確かあったのではないかと思っていま

す。なので、これについては今後、学校教育部とまとめながら、修正が多分入

って本当の意味がよくわかるのではないかと思いますけれども、そういうこと

でご勘弁いただきたいと思います。 

○清水委員 これを読むと、多様な業務に従事できるようにとあり、何に従事

させられてしまうのかなと思ったので、どういうことを念頭に、こういうふう

に書かれたのかわからなかったのでお聞きしてみました。 

○鈴木委員 生涯学習推進計画とか教育プランの方は、学校司書というものを

５年間で20人採用して、指導員とともに学校司書の人たちが各学校に週に何回

か回って共同して何かをするということですけれども、子ども読書活動推進計

画にはほとんど学校司書のことに触れていないのがちょっと……。学校司書が

というのがありますけれども、学校司書は研修の対象ではないのか、その辺が

司書とどういう感じになっているのかというのがわからなくて、前の生涯学習
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推進計画のときは学校司書の問題がすごく大きくクローズアップされたのです

けれども、その辺はどういうことになっているのでしょうか。 

○山口委員長 ポイントを絞り込むと、手元の資料の38ページの３－１で学校

図書館担当研修のところに図書館指導員・学校司書と書いてあるのです。だか

ら、これはどういう意味なのかということだと思うのですよ。学校司書という

のは資格ではないけれども、そういう職名として学校図書館法に出てきてはい

る訳ですが、町田市では図書指導員という独自の名称を使っている。ただ、自

治体によっては、それを学校司書という名称で募集をかけるところもあった

り、いろいろ分かれるのですけれども、この感じだと、図書指導員と学校司書

が併存する形を町田市は想定しているという理解でいいのですか。 

○近藤館長 学校司書の制度――制度と言ってはいけないかもしれないですけ

れども、配置を考えていくというのは、もうある程度公にしていますけれど

も、私が聞いている範囲だと、いきなり全校ということはあり得ないので、段

階を追ってということですので、そこには当然今いる指導員の方と司書、いわ

ゆる学校司書の方がともに携わっていくという形が、それがどの程度続くかは

わからないのですけれども、当面は続いていくということだと思います。 

○山口委員長 ありがとうございます。学校司書というのは、確かに制度、資

格にはなっていないのだけれども、ただ、実際に横浜市とか近隣自治体などの

採用条件を見ると、司書または司書教諭または教員の資格を持っている人とい

う限定をつけてきたり、あとは一部の大学ではもう始まっていますが、学校司

書の養成講座、つまり、資格の付与はできないけれども、専門性を身につける

ための講座、社会人向けも開いています。そういう中では、司書の科目に非常

に近いのです。さらに、そこに学校関係のものも入る。だから、そうすると、

図書指導員と学校司書というのは資格ではくくれないけれども、能力でいくと

大分違ったレベルの２つの人たちが一緒に働くということになるのです。 

 だから、多分図書指導員に対する研修と学校司書に対する研修とは本質的に

違うのではないかと私は思います。だから、これを一緒くたに進めていくと、

そのうちいろいろと問題は出てくるのではないかと思うのです。既に学校では

図書指導員で採用されて働いている方がいらっしゃる訳で、恐らくそこの雇用

の問題、今、雇用関係になっていないですね。だから、そこら辺の問題もある
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のかと思うのだけれども、ここは少し整理していかないと難しくなるのではな

いかと思います。 

 図書館協議会は、公立図書館のサービスについて議論する訳だけれども、実

は公立図書館の業務の中に、図書館法第３条の冒頭で学校教育を支援するとい

うことが出てくるのです。だから、図書館協議会としても、この問題はちゃん

と今後ともフォローしていかないと、図書指導員の方や学校司書が今後採用さ

れたら、学校司書の人たちの声というのがなかなか政策に反映されにくくなっ

てしまうのではないかと思うのです。 

 そういう意味で、ここのところは、これを見ているだけだとイメージがとり

にくいので、ここは担当が指導課なので、図書館ではないのですけれども、図

書館としては、むしろ学校を支援するときの相手、受け皿の問題があるので、

ここら辺は今後むしろ図書館の側からいろいろと働きかけをしていただいた方

がいいのかとも思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、子ども読書活動推進計画推進会議については以上ということで、次へ

入ります。 

 生涯学習審議会については、委員長報告の方でまとめて触れたいと思います

ので、委員長報告の資料をご覧ください。 

 お手元を確認してください。両面印刷の生涯学習審議会資料と冒頭に「図書

館法」とついているホッチキスどめ、それから文部科学省からの通知、もう１

つは公共図書館の将来という資料について、時間もありませんので簡単に情報

提供という形でいきます。 

 では、生涯学習審議会ですが、去る６月24日の月曜日、市庁舎で９時半から

ございまして、出席してまいりました。今回は、そこにあります諮問が提示さ

れた訳で、諮問事項は「町田市生涯学習センターに求められる役割について」

という内容でした。今までの文学館や図書館に対して、こちらは少しゆっくり

計画を検討すればよろしいということで、裏側にスケジュールが出ていまし

て、第１回が諮問と生涯学習センターの概要が生涯学習センター長から説明が

ありまして、その内容についての確認の質問、それから出席している委員の

各々の意見を全員が発言いたしました。 
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 そのときに１つ出てきたのが、生涯学習審議会の委員で生涯学習センターを

利用した経験のある委員は決して多くないという事実だったのです。私は利用

したことがあるのですが、利用したことのある委員はイメージがよくわかって

いて、町田市に公民館としては１館しかないとか、場所が足りないのではない

かということを意見などでおっしゃっていました。 

 あと、もちろん生涯学習審議会では、今までも幾つかの答申を積み重ねてき

ているので、当然生涯学習センターを考える上で従来の答申を引き継ぎながら

ということになります。例えば、そのときに意見で出ていた内容を若干紹介す

ると、どうしても講座とか利用について年齢層の偏りがあるのではないか。実

際に利用者の年齢についての調査というのはしていないそうですが、全体とし

て高齢の方が多いという印象というのはセンター長のご意見でした。また、講

座なども、そういうのが多かったように私も思います。 

 生涯学習というのは、全ての世代に行われなければいけないので、それこそ

学校に行っている年代、さらには一番重要なのは、一番時間のない現役世代、

こういう人たちに全くニーズがないのかというと、そうではないと思います。

そういうところなども見据えて、生涯学習センターの役割を考えなければいけ

ないのではないかという意見。 

 そのほかに特に公民館、町田市の中心街にある訳ですが、逆にその周辺の地

域も含めて何か市民が活動しようというときに場所の確保が非常に難しい。で

すので、やはり町田市全体の中で、いろいろなところにそういう場所を設けて

いかなければいけないのではないかという指摘もありました。その中で学校の

活用などというのはどうなのだろうかという意見なども出ておりました。です

ので、町田市は細長いですから、もっと周辺地域もということになると、やは

り建物も必要になるだろうし、建物ができないのだったら既存のものをうまく

活用できないのかというような意見なども出ておりました。 

 スケジュールですが、この後、９月で10月、11月、12月と一気に答申につな

いで、結局、２月上旬に最終答申案の確認と答申の確定というスケジュールだ

そうです。ですので、９月以降一気に進むと思いますが、新しく図書館協議会

から委員として派遣される皆さんには、ぜひ９月以降の審議の中で、当然図書

館も生涯学習の場ですので、図書館としての立場、利用者の立場、市民の立場
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からご発言をお願いできればと思っております。 

 それから、この後は情報提供です。図書館法です。前にもお話ししましたよ

うに、図書館法が改正されました。今お手元にあるのは、これは文部科学省の

ホームページからダウンロードしたものでして、図書館法の中でポイントにな

る第８条、第13条、第15条の改正がある訳ですが、ポイントは現在、公立図書

館というのは教育委員会の管轄にある訳ですけれども、これを自治体が自主的

に判断して、市長部局に管轄を移すことができるというので、最終的には各自

治体の判断に委ねるという法律になっています。その際には条例によってこれ

を行わなければいけないということになります。 

 線が引いてあるところは、それまで教育委員会とあったものが教育委員会、

括弧ちょっと長いですけれども、市長部局などに移すことができるという意味

合いの文言がここに入ってくることになります。特にその中で後ろ側のページ

になりますが、第15条は図書館協議会に関わるので、ぜひ継続して協議会の委

員になられる方は、ここら辺は把握しておいてほしい訳ですが、協議会の委

員、現行法では当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会の任命という

ことで、辞令書も教育委員会の名前になっている訳です。 

 これがもし市長部局へ移すという条例ができたとすれば、地方公共団体の教

育委員会の後の括弧の部分、当該地方公共団体の長が任命する、具体的に言え

ば、首長が任命をするという形に変わるということです。これについては、参

議院の内閣委員会で附帯決議がつきました。次のプリントです。５月30日で

す。これの中で、ほかの部分もいっぱい出ているのですが、次のページの５項

目のところが図書館に関連があります。 

 読み上げますと「地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管する場合にあ

っては」、その後のところです。「社会教育の政治的中立性、継続性・安定性の

確保、地域住民の意向の反映、住民組織やＮＰＯなどの運営参画の促進、学校

教育との連携等により、多様性にも配慮した社会教育が適切に実施されるよ

う、地方公共団体に対し、適切な助言を行うこと。特に」、ここに図書館が出

てきます。「図書館、博物館等の公立社会教育施設が国民の知る権利、思想・

表現の自由に資する施設であることに鑑み、格段の配慮をすること」、この後

半部分が特に図書館と関わりが出てまいります。 
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 附帯決議ですので、法的な拘束力は持っていないのですけれども、これがつ

いたということはどういうことかというと、仮にその自治体で条例改正によっ

て、教育委員会ではなく市長部局の管轄に図書館や博物館、公民館を移すとい

うときに、この部分についてどのような考え方を持っているか、それを市長部

局の担当課に、当然これは議会で議員さんに質問してもらうしかないのですけ

れども、それを質す必要性が出てくるでしょうということです。 

 つまり、現行の図書館であれば、司書という資格を持っていれば、図書館と

いうのが国民の知る権利や思想表現の中に資する施設であるというのは、当然

資格を取る上で何度も何度も教える側はたたき込むのですよ。ですので、司書

はわかっているところなのですけれども、実際にそれは司書の資格をお持ちで

ないと御理解いただけない場合もあるのではないかということなどが気にかか

ります。ですので、そういう点でちょっと厳しい言い方をすると、社会教育の

政治的中立性が侵されるのではないかと危惧するご意見というのが意外と世間

には多いということを指摘しておきます。 

 次の通知は、時間がありませんので紹介はしませんが、図書館法の改正とい

うのは即日公布ですので、それに伴って６月７日に文部科学省から総合教育政

策局長名で全国の自治体にこういう通知が出ているということです。この中で

も、教育委員会の立場ということなどが幾度も触れられているので、ぜひこの

通知なども後でお読みいただければと思っています。 

 法令改正については以上です。 

 もう１点だけ最後に、これは前にもちょっとお話をした国会の活字文化議員

連盟の公共図書館プロジェクトが６月24日に「公共図書館の将来」という答申

を出しました。答申の原本はこちらになります。全部で16ページで、プラス資

料がついています。手元には、それはページ数が多いのでお配りしていません

が、概要版がこちらになっております。 

 その中で、第１章から第３章に分けてあるのですが、第１章は改革の背景な

どで、このプロジェクト設置への道筋の話ですけれども、具体的には第２章以

降が実際のこれからの公共図書館に関わってくる内容です。 

 まず第１が全国書誌情報と国立国会図書館の責務ということで、国立国会図

書館が日本全国書誌というのを作成している。これをさらに普及するのは国会
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図書館の責任ということがここで出てまいります。その一方で、全国の公共図

書館や学校図書館などで無料で利用ができるので、これをぜひ取り込めるよう

な仕組みが求められるということです。 

 次に、２番目の危機に立つ地域書店というのは、実際に本屋さんが減ってい

るという現状から、例えば図書館が資料などを購入する際に、地域の書店など

から購入する、これは図書館だけではなく、学校図書館も含めて、大手の専門

業者からＭＡＲＣ納入とともに、発注から納入まで独占されている状況を変え

ていかなければいけないという認識がプロジェクトの中でありました。 

 それから３番目、図書館職員の劣悪な労働条件、ここは特に非正規の職員の

問題、あとは民間企業への業務委託などによる人件費の問題です。要するに、

働く職員の賃金の低下を問題視するということです。 

 ４番、公共図書館に馴染まない指定管理者制度というのが明確に出されてお

ります。そこにあるように、指定管理者制度は数年で請け負う業者が変わりま

すので、専門的な知識を有する人材が図書館にストックされない。また、図書

館の業務が丸投げになることによって、図書館に関する知識が今度は役所の中

に蓄積されない。ひいては文化政策にそれが反映できなくなってくる。そうい

う点から、これを問題視しておりました。 

 ５番目に、障害者の読書活動への参画ということで、公共図書館にとって最

大の課題は障害者サービスの改善というふうに銘打っております。専門的な技

術を身につけた職員の育成が急務となっています。将来にわたってはどうだろ

うかということで、５つのポイントが出ているのです。 

 まず１、首長の指導力と住民参画による図書館運営というのがあります。こ

こでは公共図書館の運営について、指定管理者制度についての問題点が出てい

る一方で、やはり住民の参画ということを表に出してきているということで

す。 

 ２番目、ＭＡＲＣ選択と多様性の確保とＮＤＣの付与です。これは先ほど出

た国立国会図書館の全国書誌を中心として、民間業者がつくるＭＡＲＣ、ＭＡ

ＲＣというのはマシン・リーダブル・カタロギングの略称で、訳すとコンピュ

ーター目録、マシンというのはコンピューターのことなのです。コンピュータ

ーで読める目録情報なのですが、これです。要するに、資料そのものの納入か
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らＭＡＲＣの納入まで、ある会社がセットで納入するというのではなく、本は

本で買う。でも、ＭＡＲＣはＭＡＲＣで各図書館が自由に選べるということを

考えないとだめだろうということを言っています。 

 ３番目、図書納入は地域書店を優先にというのは、先ほどの地域の書店など

を含めた対策ということがあります。また、装備作業などでは、地域の福祉施

設との連携などで障害者雇用につながるのではないか。いわゆる地域循環型と

いうのを指摘しておりました。 

 ４番、司書の社会的地位の確立、やはり司書という資格の専門性をどのよう

に確立していくかということ、あとはその研修活動を奨励していかなければい

けない。 

 最後に、新しい評価指標づくりということで、新しい図書館の評価指標を策

定するための公共図書館の評価指標に関する協力者会議、まだ仮称ですが、こ

れを設置します。こういうようなことが出てきています。 

 これはまだ政策になっていない訳ですが、６月に出ましたので、今後これが

衆参両院の関連する委員会などで具体的な政策に落とし込まれていく可能性は

あるのかと思うのですが、詳しくは活字文字議員連盟の公共図書館プロジェク

ト、公共図書館プロジェクトで検索するとサーチエンジンでヒットすると思い

ますので、こちらの方でこの連盟の過去の活動と今後の方向などが表示されて

いますので、詳しくはそちらをご覧になって参考にしてもらえればと思ってご

ざいます。 

 委員長報告、情報提供ですけれども、以上ということになります。 

 時間が残り20分程度になりましたので、今の委員長報告で何か質問、確認が

あれば手短にお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 では、一応以上ということで、最後に、今日の次第には入っておりません

が、図書館協議会の運営に関する要望書を館長にお渡ししたいと思います。 

 では、時間もありませんので、ポイントを読ませていただきます 
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 2019年７月１日 

 町田市立図書館館長 近藤裕一 様 

 

図書館協議会の運営についての要望書 

 

町田市立図書館協議会委員長 山口 洋 

                          副委員長 清水 陽子 

 

 第17期図書館協議会を終えるにあたり、以下の点についてご配慮いただきた

く要望書を提出します。 

 図書館協議会の運営について、次の３点を要望いたしますということで、 

 １ 定例会の開催数について。 

 町田市立図書館協議会の定例会数を10回に戻すこと。 

町田市立図書館協議会の定例会回数は15期までは10回でしたが、16期からは

図書館費削減により年９回に減じられました。さらに、今年度より一層の図書

館費削減のため、年６回に減じられました。その結果、定例会における報告事

項が増え、通常の２時間では十分な審議が行えない懸念があります。町田市立

図書館協議会は、定例会の他、町田市立図書館評価の外部評価も担っており、

このようになし崩しに図書館協議会定例会数が減ることは、図書館協議会とし

ての職責を十分に果たせません。現在は臨時の措置として定例会回数の削減に

応じておりますが、今後、定例会回数を元の10回に戻すことを求めます。 

 ２ 議事録について。 

 議事録は逐語訳が原則であり、それを継続すること。 

町田市立図書館協議会の議事録は、今まで全文記録により公開されてきまし

た。第14期12回にて当時の尾留川館長が、議事録は逐語訳が原則との発言もあ

ります。よって、これが本来あるべき姿と考えます。経費の観点から、これを

抄録にするとの図書館側の突然の要求に対して、残り１回の定例会しかない第

17期図書館協議会には議論する時間がありません。このことは図書館協議会の

運営とともに、市民への情報開示の観点からも慎重な検討が求められます。議
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事録は、定例会にとっては前回の定例会での発言や内容を確認する上で大切で

すし、市民に対しては協議会の内容を公開することで、図書館運営の透明性、

民主的運営の担保となるものであると考えます。よって、逐語訳が原則である

と考え、その継続を求めます。 

 ３ 図書館協議会の運営について。 

 図書館協議会の運営内容の変更は、図書館協議会定例会の審議事項として諮

ること。 

図書館協議会の運営に関する上記項目について、図書館費削減を理由に図書

館側から要求が出ていますが、これは図書館協議会の運営に関わることですの

で、図書館協議会定例会の席上で審議事項として審議する時間を確保した上で

の提案を求めます。町田市立図書館協議会条例施行規則「第４条 この規則に

定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮っ

て定める。」とあります。よって、協議会の運営に関する事柄で、図書館側か

らの提案については、審議事項として十分な審議時間の確保と詳細な説明を求

めます。 

  

最後に、町田市立図書館協議会は、利用者の代表として図書館とともに、町

田市立図書館のよりよい発展のために活動する機関であります。その十分な活

動が保証されるように、上記の要望をお聞き届けいただきたく存じます。 

 以上でございます。 

〔「図書館協議会の運営についての要望書」文書手交〕 

 では、要望書はお渡ししましたので、よろしくお願いいたします。 

 残りが10分ちょっとになりましたけれど、その他ということで、第17期図書

館協議会を終えるにあたってということで、各委員さんに誠に申し訳ありませ

んが、手短に感想又はご意見などご発言いただきたいと思います。一応全員に

お話いただきたいので、では鈴木委員からお願いいたします。 

〇鈴木委員 ２年間お世話になりました。なかなかちゃんと勉強もできなく

て、きちんとできませんでしたけど、またこういう機会がありましたら勉強さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇山口委員長 はい。ありがとうございます。続きまして小西委員。 
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〇小西委員 図書館とは何なのか。貸出だけではない役割みたいなこともよく

わからないまま始めまして、色々と勉強させていただきました。お役にはあま

り立てなかったような感じもしますが、私にとって障がい者サービスについて

ここで知ったこともたくさんあり、図書館の方がいろいろ取組みをされたり、

努力をされていらっしゃることも間近に知ることができました。それは本当に

ありがたく思います。かつ、そういったことを受けたりこういった所で発言さ

せていただくことによって、自分の朗奉のボランティア活動の中で考えるこ

と、行動すべきことに対して、こうやっていかなければいけない、こうやって

いったほうがいいんじゃないかということを勉強させていただいた気がいたし

ます。本当に目の前のことをやってきただけでしたけど、もっと利用者さんの

こと知ったり、より良いやり方やシステムを勉強したり、お互いにいい形でそ

れを実現するための取組みを考えたりというのは本当にボランティアとはいえ

大事なんだなというのをすごく感じました。まだ実行には至っていませんが、

これからがんばっていきたいと思います。ありがとうございました。 

〇山口委員長 はい。ありがとうございました。若色委員。 

〇若色委員 昨年ちょっと私の体のことでお休みをいただく期間がありました

が、今年はなるべく出て皆さんのお話を聞いて図書館について皆さんとお話と

か考えられることが勉強になりました。市民として自分がどういうふうに公共

施設に対してかかわるのかということを考える本当にいいきっかけになりまし

た。ただの利用者ではなく公共施設、行政と同じ方向でいって同じように目指

していく姿を共有できるのかということをしっかり考えていかなければならな

いというふうに学ばせていただきました。本当に市民の声―サイレントマジョ

リティーという言葉を私は使うのですが―その方たちの意見を私自身がこの場

でどう発信できるのかというのが私の課題でもあるなと思いますし、この場が

そういうことサイレントマジョリティーの意見をここで言える、そしてそれが

生かされるという、聞くだけではなく生かしていただくということを図書館と

一緒に考えていきたいなと思っております。ありがとうございました。 

〇山口委員長 はい。では瀧委員。 

〇瀧委員 ２期４年務めさせていただきました。和光大学として受けさせてい

ただいてからは10年だということを先日伺いまして、ああそんなに長く務めさ
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せていただいたんだなと改めて思いました。最初に受けた部長から和光大学は

町田市の中で市民の方に開かれた大学として位置付け、そういう大学なのだ。

だからこそ協議会の委員を受けてきちんと役目を果たしなさい。ということで

引継ぎを受けまして、４年間務めさせていただいたのですが、個人としては十

分なお勤めをさせていただけたかというと心もとないと思っています。ただ、

市民の皆さんが大学図書館を使えるという機会を和光大学が作れたということ

は非常に役割としてこれからいろいろな改革がひらいていく一助になれたので

はないかと思います。研究者ではない方にひらくというのはなかなか大学とい

うところは難しくて、協議会に出たからこそ町田市の中できちんと大学が位置

付いているんだと感じさせていただいたので、そういう意味で勉強させていた

だいたと思っています。協議会で出る色々な意見が、私も図書館にいるので、

職員側からからするときつい意見が出たりすると、いやそんなことなかなかで

きないよ、色々な事情があってこうなっているのだから、そんな簡単に言わな

いでくれよ、予算は色々とがんばってとっているんだけど、なかなかとれない

んだよとか言いたくなってしまうところがあるとは思うんですよね。ただ、こ

ういう市民の声があるからこそ、職員の方もがんばれるのだろうと思います

し、町田市の中の文化の拠点として位置付いてがんばっていっていただけるん

じゃないかというふうに思っています。私は協議会に参加して色々なところ見

せていただくことで、町田市の図書館の方がすごくがんばっていらっしゃると

いうのをすごく見せていただきました。他の公共図書館でされていないことを

いっぱいされてますし、すごく誇りをもって働いていらっしゃると思うんです

よね。ぜひこれからもそれを続けていっていただきたいし、情報が集まって集

約される場であってほしいし、また発信する場であってほしいというふうに切

に思っております。ぜひこれからもがんばってください。よろしくお願いしま

す。 

〇山口委員長 大石委員お願いします。 

〇大石委員 今日で私は退任させていただきます。２年間お世話になりまし

た。ありがとうございました。中学校の代表ということで、なるべく欠席しな

いで、聞かれたことについては、誠実に答えようという思いで出席しておりま

したけど、本当に皆さんの勉強ぶりには舌を巻く思いで、参加させいただきま
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した。特に山口委員長には色々教えていただき、ありがとうございました。ま

た図書館の方が町田市のために日々ご尽力されているなというふうに頭が下が

る思いでいっぱいです。ぜひこれからもすてきな図書館になるように今度は一

利用者として色々携わって参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇山口委員長 じゃあ。石井委員 

〇石井委員 委員としては学校図書館にかかわるような現職の時代にも２期お

世話になりましたし、しばらく空いて今年金生活者となって、語り手の会とか

読み聞かせをするものとして参加させてもらいました。協議会自体は本当に町

田市の図書館がより良い発展をするためにという思いで一生懸命動いていると

いうのがわかるので、僕自身一生懸命考えてはきました。一番最初の頃に比べ

ると変化はありました。ただ前進はあったのかという自問もないわけではない

ので、もう少し前進していくことが多くなるようなものに、わかりやすく伝わ

っていかないといけないかもしれないというような気もしています。僕は子ど

も読書推進計画のような表現というところにかかわってくることもあるのだけ

れども、読書というと本と結び付けていくことが中心になります。小学生ぐら

いの子たちが、仕事をリタイアした時に、図書館の本当のユーザーになるよう

にしたいのです。本と出合うだけじゃなくて、本を使いこなすとか図書館を使

いこなすとか図書館というものの便利さを本気でわかるというようなところに

自分としてはこれから先もそこのところが前進できるようにがんばりたいとい

うふうに思っています。今は生涯学習というレベルで僕たちの同世代や先輩方

を調べ学習に誘う、生涯学習センターの活動のお手伝いをさせてもらいなが

ら、どういうふうにしたらよりよい学びになっていくか、それが本当に自分に

とっても周りの人にとっても役に立つかというふうに思っていて、最終的には

生涯学習者じゃなくて生涯表現者といえるぐらいの、自分たちがやってきたこ

とを表現していくことができるくらい社会に返していけることができるように

思っていて、そのためにもう少し力が出せればいいなあというふうに思ってい

ます。ありがとうございました。 

〇山口委員長 清水委員。 

〇清水委員 これで私は３期終わることになるのですけれども、この間やはり

今期はあり方見直しですとか再編計画ですとかあまり楽しくない話題が多かっ
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たという気がします。それで発言する意見も何かと図書館の提案をのめないと

いうことが多かったですけれども、これからも私たち協議会は図書館のサポー

ター、応援団としてやってきたいという気持ちは皆さんお持ちだと思うんで

す。少しでも市民にとっても図書館にとっても良い道を探していけるような場

であるようにこれからも続けていければいいかなと思っています。皆さんお世

話になりました。 

〇山口委員長 最後に委員長からですが、私は今期で退任いたしますけれど

も、今期10年になります。図書館評価も最初からかかわって参りました。町田

市の協議会というのは今年で34年経つんですけれど、一番最初の第１期の会長

は浪江虔先生なんですね、浪江さんはなんとおっしゃっているかというと、市

民と住民は違う。住民とはただ住んでいるだけ、市民は地域のことを考えるこ

とができる人。われわれが目指すべきは市民であって、地域を考え、その中で

公共サービスを自分たちのためにより良くしていくにはどうしたらいいかとい

うことを行政とともに作り上げていくというのがあるべき姿だと思うし、また

もう一つ全国では図書館づくり運動ということで多くの市民の人たちが色々な

活動をしている。その思いというのは、要するに今自分たちが使っていて良か

ったサービスを次の世代もその先の世代も使い続けられるようにするためには

するにはどうしたらいいかということを考えているのですね。まあそれがネッ

トワークとなったのが図書館友の会全国連絡会で今回の図書館法改正でも非常

に精力的なロビー活動を展開していました。私は協議会の委員を降りますの

で、今後町田市の図書館の色々なサービス、施策について直接関与することは

ないのですが、今後は一利用者、市民として色々と町田市の図書館のことを考

えていきたいと思うし、またむしろ全国の色々な公立図書館をめぐる市民の人

たちとの活動と連携しながら、お互いにサポートしていきたいなというふうに

思っています。なかなか委員長としては議事の進行はあまり上手でなくて皆さ

んにしゃべっていただいて助けられたところが大変大きかったかなと思いま

す。教えていただいたことも多々ありますので、今後これを生かしていきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

最後に館長お願いいたします。 

〇近藤館長 今皆さんからお話を伺って、2017年８月から２年間第17期の図書
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館協議会の委員を務めていただいてありがとうございました。初めて第17期の

委員になられた方は、委員になって委嘱状を渡してすぐに図書館評価という大

変なお仕事をお願いする。いつもスケジュール的にはそうなってしまうのです

が、大変な中でもそういうことを通じて図書館のことがわかっていただいて、

貴重なご意見を図書館に返していただく。評価だったり今日のような会議の中

でご意見を出していただいて、貴重なご意見をいただいたというふうに思って

おります。清水委員がおっしゃったように図書館のあり方など色々そういう話

があって、なかなか図書館も大変なんですけれど、これからも今までいただい

た意見、我々の歩みは遅いかもしれないですけれども皆さんからいただいた意

見を忘れたわけではありませんのでその辺を踏まえながら仕事は進めていきた

いと思います。皆さんにつきましても引き続きお願いできる方、今回が最後の

方それぞれいらっしゃいますけれど、協議会の委員を離れても町田市の図書館

に対してご意見をいただければと思います。２年間本当にありがとうございま

した。  

〇山口委員長 では以上をもちまして、第17期図書館協議会定例会を終わりに

します。ありがとうございました。 

―了― 


